
教育・保育施設を利用の保護者の皆様へ

幼児教育・保育の無償化に伴う
すこやか子育て支援制度の変更について

〇 令和元年10月から、３～５歳のお子様を持つすべての世帯と０～２歳のお
子様を持つ住民税非課税世帯については、保育料が無償化されます。

○ これを受け、０～５歳のお子様の保育料について助成を行ってきた「すこや
か子育て支援制度」が次のとおり変更となります。

(1) 保育料助成（一部変更・市独自助成の開始）

○ 10月から無償化の対象となる方は、無償化の上限額を超えた部分や特定負担額（教育・保育の質向上
の対価として徴収される、いわゆる「上乗せ徴収」）について、これまで同様に助成の対象となります。

○ 無償化の対象とならない方については、これまでと同様の内容で引き続き助成の対象となります。

①対象年齢

②出生順位

③所得制限

④助 成 率

保育料助成の概要

０歳から就学前まで

第１子から

幼稚園 なし（秋田県と共同の基本助成の対象は第４階層まで）
保育所 なし（秋田県と共同の基本助成の対象は第５階層まで）

基本助成… …市町村民税所得割課税額に応じ、1/2又は1/4（ひとり親世帯は一律1/2）
特別助成① …平成28年4月2日以降に第３子以降が生まれた世帯の第２子以降の保育料を

全額助成（教育認定は第４階層以下、保育認定は第５階層以下の世帯まで）
特別助成② …平成30年4月2日以降に生まれた第２子以降の保育料を

全額助成（教育認定は第４階層以下、保育認定は第５階層以下の世帯まで）
特別助成③ …平成30年4月2日以降に第３子以降が生まれた世帯の第２子以降の保育料を

半額助成（教育認定は第５階層Ⅰ以下、保育認定は第６階層以下の世帯）
※教育、保育それぞれ対象階層以下の場合は①または②に該当

（裏面へ続きます）

すべての

３～５歳(※)

０～２歳
(住民税非課税世帯)

０～２歳
(住民税非課税世帯以外)

無償化後（令和元年10月以降） 保育料助成の対象

保育料無償化

これまで同様の
保育料負担

・無償化上限額を超えた部分
・特定負担額（無償化対象外）
を対象として助成

・これまでと同様の助成
・助成対象を拡充（市独自）

(※) 保育所においては、３歳児クラスから

○ 北秋田市ではこれまでの助成に加え、対象外となっていた世帯についても助成の対象となるよう市独自
に本制度を拡充いたします。これによりすべての世帯が保育料の助成を受けられることになります。



問い合わせ先：北秋田市 福祉課 TEL：０１８６－６２－６６３８

(２) 副食費助成（10月から新規実施）

○ 令和元年10月より、３歳から就学前までのお子
さんの保育料は無償になりますが、保育所におい
てはこれまで保育料の一部になっていた副食費
（おかず代）が、実費負担になります（幼稚園に
おいては現在も実費負担）。

○ この変更で、無償化前よりも保護者負担が大き
くなる世帯があるため、県ではこれまで実施して
きた保育料の助成に加えて、副食費についても助
成します。

①対象年齢

②出生順位

③対象施設

④所得制限

⑤助 成 率

副食費助成の概要

３歳から就学前まで（保育所においては３歳児クラスから）

第１子から

認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等

教育認定 第４階層以上の世帯
保育認定 第４階層以上の世帯（第４階層Ⅰの一部は副食費免除）
（第３階層以下の世帯については、国の制度により副食費が免除されます）

基本助成…市町村民税所得割課税額に応じ、1/2又は1/4（ひとり親世帯は一律1/2）
特別助成…表面「保育料助成の概要」の特別助成と同様の範囲で

全額助成（副食費助成においては所得制限なし）

保育料等助成を受けるためには助成申請書の提出が必要です。


